
「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」（事業所調査）及び 

「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」（短時間労働者調査） 

結果のポイント 

平成 30 年４月４日 

厚生労働省年金局 

 
独立行政法人 労働政策研究・研修機構（JILPT）により実施。 

①全国の事業所２万社（有効回答 5,523 社）と、②短時間労働者約 5.6 万人（同 6,418 人）に

対する２つの調査を実施（調査期間は平成 29 年 7月 21 日～9 月 7 日）。 

 

１．事業所に対する調査結果 

① 適用拡大に伴う、雇用管理上の見直し 

「見直しを行った」：33.0％ 

  うち｢所定労働時間を延長する｣等の適用拡大策を実施：63.2％（複数回答） 

｢所定労働時間を短縮する｣等の適用回避策を実施：69.5％（複数回答） 

 「（適用拡大の対象者はいたが、）特に見直しを行わなかった」：32.5％ 

（注）上記割合の分母は、義務的な適用拡大の対象となった従業員 501 人以上企業の事業所（1,344 社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直しを行った, 33.0
（適用拡大の対象者は

いたが）、特に見直しを

行わなかった, 32.5

適用拡大の対象者が、

そもそもいなかった, 34.2
無回答,

0.3
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（ｎ＝特定適用事業所等１，３４４社）

（％）

適用拡大策

に相当

適用回避策

に相当

新たな適用拡大に伴い、対象者の所定労働時間を延長した
（これに伴い、短時間労働者の雇用者数を抑制した等も含む）

選択肢１ 57.6

新たな適用拡大に伴い、対象者を正社員（短時間正社員を含む）へ転換した 選択肢２ 15.3
新たな適用を回避するため、対象者の所定労働時間を短縮した
（これに伴い、短時間労働者の雇用者数が増大した等も含む）

選択肢３ 66.1

新たな適用を回避するため、対象者の月額賃金（年収）の水準設定を引き下げた 選択肢４ 3.6
新規求人に当たり、所定労働時間を（従前の設定より）延長した 選択肢５ 5.4
新規求人に当たっては、出来るだけ正社員（短時間正社員を含む）で採用するようにした 選択肢６ 3.2
新規求人に当たり、所定労働時間を（従前の設定より）短縮した 選択肢７ 15.8
新規求人に当たり、月額賃金（年収）の水準設定を引き下げた 選択肢８ 1.6
新規求人に当たり、雇用見込み期間を１年未満に抑制した 選択肢９ 0.2
出来るだけ、（適用除外の）学生を活用するようにした 選択肢１０ 1.4
出来るだけ、７０歳以上の高齢者を活用するようにした 選択肢１１ 0.2
短時間労働者に任せていた業務を、派遣労働者の活用や業務委託に切り換えた 1.8
短時間労働者に任せていた業務を、省力化（機械化・自動化等）した 1.8
短時間労働者に任せていた業務（事業）の全部または一部を廃止した（海外移転を含む） 0.7
適用拡大に伴い、短時間労働者の福利厚生等を充実させた 7.4
適用拡大に伴い、（短時間）労働者の福利厚生等を圧縮した     -
その他 11.1
無回答 2.3

平均選択数（個） 2.0

具体的な見直し内容（複数回答）

既存の

対象者

について

新たな

雇用者

について

業務の

あり方等

について

その他

 

 

 

 

 

 
（「「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」（事業所調査）及び「社会保険の適用拡大に伴う働

き方の変化等に関する調査」（短時間労働者調査）結果」（平成 30 年 2 月 23 日 JILPT 公表）をもとに作成） 

63.2％ 69.5％ 

両方実施が 47.9％ 

第１回社会保障審議会年金部会 
２０１８年４月４日 資料２－２ 



② 今後、社会保険の更なる適用拡大が行われた場合の対応 

「適用拡大の内容や時期等にも依るが、基本的には短時間労働者の希望に基づき、

出来るだけ加入してもらう」：43.1％ 

「短時間労働者の希望も踏まえつつ、会社側の事情も交えて加入可否を判断す

る」：20.1％ 

「短時間労働者の希望に拘わらず、新たな適用を回避する」：1.7％ 

（注）上記割合の分母は、短時間労働者を雇用中または雇用予定の事業所（3,786 社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．短時間労働者に対する調査結果 

 適用拡大に伴う働き方の変化の内容 

 社会保険が適用され、かつ、

手取り収入が増加／維持され

るよう所定労働時間を延長 

社会保険が適用されな

いよう所定労働時間を

短縮 

全体 54.9％ 32.7％ 

うち第１号被保険者 67.3％ 15.9％ 

うち第３号被保険者 51.7％ 36.9％ 

（注）「全体」は、適用拡大前に国民年金第２号被保険者以外であった者（3,323 人）のうち、適用拡大

に伴って働き方を変えた者（526 人）。このうち、国民年金第１号・第３号被保険者は、それぞれ

107 人と 377 人（このほか、60 歳以上で、厚生年金に加入していない者等が 42 人）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

43.1 20.1 1.7 33.1 2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

適用拡大の内容や時期等にも依るが、基本的には短時間労働者自身の希望に基づき、出来るだけ加入してもらう

短時間労働者自身の希望も踏まえつつ、会社側の事情も交えて加入可否を判断する（一定割合の適用者を出す一方、一定割合については新たな適用を回避する）

短時間労働者自身の希望に拘わらず、出来るだけ新たな適用を回避する

何とも言えない・分からない

無回答

（ｎ＝短時間労働者を「雇用している」か「今後、雇用する予定がある」事業所３，７８６社）

（「「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」（事業所調査）及び「社会保険の適用拡大に伴う働き

方の変化等に関する調査」（短時間労働者調査）結果」（平成 30 年 2 月 23 日 JILPT 公表）より抜粋） 
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変わった,
15.8

まだ変わって

いないが、

今後については

検討して

いる, 22.2

特に変わって

おらず、

今後、変える

予定も無い, 
60.8

無回答, 
1.2

（ｎ＝適用拡大前の被保険者区分が第１号被保険者、

第３号被保険者、その他の労働者３，３２３人）

厚生年金・

健康保険が

適用される

よう、かつ

手取り収入が

増える（維持

できる）よう、
（短時間労働者の

まま）所定労働

時間を延長した

（してもらった）, 
54.9

厚生年金・

健康保険が

適用されるよう、

かつ手取り収入

が増える（維持

できる）よう、

正社員に転換

した（して

もらった）, 1.1

厚生年金・

健康保険が

適用されるよう、

かつ手取り収入

が増える（維持

できる）よう、

それまで働いて

いた会社を辞め

て転職した, 1.9

厚生年金・

健康保険が

適用されない

よう、所定労働

時間を短縮した

（してもらった）, 
32.7

その他, 
8.4

無回答, 
1.0

厚生年金・健康保険が適用されない

よう、それまで働いていた会社

（大企業等）を辞めて（社会保険の

適用拡大の対象ではない中小企業等に）

転職した, 0.0

（ｎ＝働き方が「変わった」５２６人）

（％）

厚生年金・

健康保険が

適用される

よう、かつ

手取り収入が

増える（維持

できる）よう、
（短時間労働者の

まま）所定労働

時間を延長した
（してもらった）, 

67.3

厚生年金・

健康保険が

適用されるよう、

かつ手取り収入

が増える（維持

できる）よう、

正社員に転換

した（して

もらった）, 1.9

厚生年金・

健康保険が

適用されるよう、

かつ手取り収入

が増える（維持

できる）よう、

それまで働いて

いた会社を辞め

て転職した, 0.9

厚生年金・

健康保険が

適用されない

よう、所定労働時

間を短縮した

（してもらった）, 15.9

その他, 
13.1

無回答, 
0.9

厚生年金・健康保険が適用されない

よう、それまで働いていた会社

（大企業等）を辞めて（社会保険の

適用拡大の対象ではない

中小企業等に）転職した, 0.0

（ｎ＝適用拡大前の第１号被保険者で

働き方が「変わった」１０７人）

第１号被保険者

厚生年金・

健康保険が

適用される

よう、かつ

手取り収入が

増える（維持

できる）よう、
（短時間労働者の

まま）所定労働

時間を延長した

（してもらった）, 
51.7

厚生年金・

健康保険が

適用されるよう、

かつ手取り収入

が増える（維持

できる）よう、

正社員に転換

した（して

もらった）, 1.1

厚生年金・

健康保険が

適用されるよう、

かつ手取り収入

が増える（維持

できる）よう、

それまで働いて

いた会社を辞め

て転職した, 1.6

厚生年金・

健康保険が

適用されない

よう、所定

労働時間を

短縮した
（してもらった）, 

36.9

その他, 
7.7

無回答, 
1.1

厚生年金・健康保険が適用されない

よう、それまで働いていた会社

（大企業等）を辞めて（社会保険の

適用拡大の対象ではない

中小企業等に）転職した, 0.0

（ｎ＝適用拡大前の第３号被保険者で

働き方が「変わった」３７７人）

第３号被保険者

＜働き方の変化の有無＞ 

うち第 1号被保険者 うち第3号被保険者 

＜働き方の変化の内容＞ 

（「「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」（事業所調査）及び「社会保険の適用拡大に伴う働き

方の変化等に関する調査」（短時間労働者調査）結果」（平成 30 年 2 月 23 日 JILPT 公表）より抜粋） 


